
告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ら
ら
ぽ
ー
と
富
士
見 

 
 

 

埼
玉
県
富
士
見
市
山
室
一
丁
目
千
二
百
五
十
九
番
一
号
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

以
下
の
事
項
に
関
し
、
新
設
届
出
に
関
す
る
説
明
に
お
い
て
虚
偽
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
説

明
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
地
域
の
住
民
へ
の
適
切
な
説
明
を
再
度
行
う
事
、
及
び
、
第
一

種
低
層
住
居
専
用
地
域
の
住
民
生
活
環
境
保
持
の
為
の
対
応
に
つ
い
て
担
当
者
を
任
命
し
、
住
民

か
ら
の
申
入
窓
口
を
設
置
し
て
、
そ
れ
を
地
域
住
民
に
公
表
し
て
、
開
店
後
に
お
い
て
、
問
題
の

解
消
、
軽
減
に
つ
い
て
措
置
を
講
ず
る
体
制
を
整
備
す
べ
き
で
あ
り
、
本
意
見
の
内
容
に
つ
い
て

の
配
慮
を
求
め
る
。 

１ 

経
路
の
選
定
等
に
関
す
る
事
項 

⑴ 

自
動
車
来
店
・
帰
宅
経
路
の
案
内
に
つ
い
て 

① 

来
店
経
路
に
つ
い
て
、
チ
ラ
シ
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
案
内
、
誘
導
看
板
の
設
置

だ
け
で
な
く
、
カ
ー
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
会
社
や
、
地
図
ル
ー
ト
検
索
業
者
に

対
し
、
協
力
を
要
請
し
、
説
明
会
に
於
い
て
周
知
を
図
る
と
し
た
経
路
の
み
を
来
店
者

が
利
用
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。 

② 

帰
宅
経
路
に
つ
い
て
も
誘
導
看
板
だ
け
で
な
く
、
交
通
整
理
員
の
配
置
に
よ
っ
て
、

想
定
外
の
方
向
に
出
庫
し
な
い
よ
う
に
、
利
用
出
口
を
規
制
す
べ
き
で
あ
る
。 

③ 

ま
た
、
三
芳
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
利
用
に
よ
る
来
店
者
に
対
し
て
の
経

路
を
周
知
さ
せ
る
為
、
三
芳
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
内
に
経
路
案
内
板
を
設
け
る
べ
き
で

あ
る
。 

④ 

さ
ら
に
、
経
路
に
つ
い
て
、
設
置
者
は
、
「
誘
導
看
板
を
設
け
る
」
と
か
、
「
周
知

を
行
う
」
と
の
説
明
に
止
め
、
具
体
的
な
設
置
箇
所
、
及
び
設
置
数
や
、
内
容
に
つ
い

て
、
説
明
会
に
お
い
て
、
明
示
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
開
店
後
も
地
域
住
民
よ
り
の

要
望
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
っ
て
対
策
を
為
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
配
慮
を
す
べ
き
で

あ
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
八
十
号



⑵ 

周
辺
交
差
点
等
の
交
通
対
策
に
つ
い
て 

① 

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日
付
け
の(

仮
称)

ら
ら
ぽ
ー
と
富
士
見 

新
築
工
事
、

建
築
計
画
・
工
事
説
明
会
（
以
下
「
工
事
説
明
会
」
と
い
う
）
に
於
け
る
、
〈
交
通
計

画
に
つ
い
て
（
そ
の
２ 

各
地
点
の
対
策
）
〉
の
説
明
に
お
い
て
、
『
北
側
出
入
口
』

＝
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
新
設
届
出
に
関
す
る
説
明
会
（
以
下
「
大
店
立

地
法
説
明
会
」
と
い
う
）
の
『
出
口
１
』
は
、
工
事
説
明
会
に
お
い
て
、
『
施
設
か
ら

左
折
で
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
側
へ
通
り
出
来
な
い
対
策
を
実
施
』
『
左
折
で
出
ら
れ
な
い
対

策
』
と
し
て
い
た
が
、
大
店
立
地
法
説
明
会
に
お
い
て
は
、
『
施
設
内
・
出
入
口
付
近

の
交
通
対
策(

案)
』
に
お
い
て
は
、
『
西
側
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン(

住
宅
地)

側
へ
の
出
庫
及

び
西
側
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
側
か
ら
の
入
庫
を
抑
制
』
と
し
て
お
り
、
工
事
説
明
会
で
は
『

出
ら
れ
な
い
』
と
し
て
い
た
も
の
が
、
大
店
立
地
法
説
明
会
で
は
『
抑
制
』
と
し
て
言

葉
を
違
え
て
い
る
。 

よ
っ
て
、
当
初
の
説
明
の
と
お
り
、
左
折
の
出
庫
を
禁
止
す
べ
く
、
左
折
禁
止
の
看

板
の
設
置
、
及
び
、
交
通
整
理
員
を
出
口
及
び
西
側
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
入
口
に
配
置
し
、

西
側
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン(

住
宅
地)

へ
の
車
両
の
侵
入
を
防
止
す
る
た
め
の
配
慮
を
す
べ
き

で
あ
る
。 

② 

周
辺
交
差
点
等
の
交
通
対
策
に
関
し
て
は
、
『
自
動
車
来
店
経
路
（
計
画
地
周
辺
）

』
に
よ
る
と
、 

施
設
全
体
の
休
日
十
五
時
台 

千
六
百
五
十
台
／
一
時
間 

（
Ａ
）
勝
瀬
、
三
芳
方
面 

 
  

 

二
百
三
十
二
台
（
入
口
６
） 

（
Ｂ
）
さ
い
た
ま
・
志
木
方
面 

  

千
二
十
四
台
（
入
口
２
・
３
、
出
入
口
４
） 

（
Ｃ
）
川
越
方
面 

 
 

 
 

  
 

三
百
九
十
七
台
（
入
口
２
・
３
） 

の
合
計
千
六
百
五
十
三
台
と
の
計
算
に
な
っ
て
い
る
。 

（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
の
個
別
台
数
は
割
合
計
算
の
少
数
点
以
下
を
繰
り
あ
げ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
判
断
さ
れ
る
が
、
こ
の
計
算
に
、
ご
近
隣
様
用
と
す
る
出
入
口
９

に
関
す
る
入
庫
数
が
計
上
さ
れ
て
い
な
い
事
が
判
明
す
る
。
車
の
台
数
と
し
て
表
示
す
る

際
に
、
〇
・
一
台
と
い
う
数
量
は
適
さ
な
い
の
で
、
少
数
点
以
下
を
繰
り
あ
げ
た
と
思
わ

れ
る
が
、
出
入
口
９
を
利
用
す
る
車
両
台
数
が
〇
で
あ
る
な
ら
、
少
数
点
第
一
桁
で
繰
り

あ
げ
た
と
す
る
と
、
利
用
台
数
は
、
一
時
間
に
、
〇
・
一
台
以
下
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
出

入
口
を
運
用
す
る
必
要
は
な
い
。
（
一
時
間
に
〇
・
一
台
以
下
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り

十
時
間
に
や
っ
と
一
台
利
用
す
る
と
い
う
計
算
で
あ
る
。
） 

そ
う
で
な
い
な
ら
、
大
店
立
地
法
説
明
会
に
お
け
る
『
自
動
車
来
店
経
路
（
計
画
地
周

辺
）
』
の
交
通
量
の
計
算
が
、
出
入
口
９
の
利
用
を
し
な
い
計
算
で
行
わ
れ
て
い
て
、
計

画
と
異
な
る
説
明
を
敢
え
て
し
た
と
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
こ
ん
な
足
し



算
の
確
認
が
出
来
な
い
筈
は
な
い
の
で
、
計
算
し
て
な
い
事
を
知
っ
て
い
て
わ
ざ
と
算
入

し
て
い
な
い
計
算
の
説
明
を
し
た
と
い
う
事
で
あ
り
、
虚
偽
の
説
明
を
し
た
と
判
断
さ
れ

る
事
態
で
あ
る
）
。
な
お
、
大
店
立
地
法
説
明
会
に
よ
る
、
『
場
内
の
騒
音
対
策
に
つ
い

て
』
の
項
目
で
、
出
入
口
９
は
『
夜
間
走
行
制
限
エ
リ
ア
』
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し

て
、
二
十
二
時
以
前
は
車
両
の
通
行
を
予
定
し
て
い
る
事
も
明
白
で
あ
る
）
。
さ
ら
に
、

『
ご
近
隣
様
用
』
と
す
る
出
入
口
は
、
真
に
ご
近
隣
様
用
で
あ
る
な
ら
、
利
用
台
数
数
値

が
算
入
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
そ
う
で
な
く
、
［
〇
］
と
し
て
説
明
し
た
か

っ
た
の
は
市
道
五
一
三
七
号
線
の
交
通
量
が
増
え
る
と
な
る
と
反
対
意
見
が
多
く
出
る

こ
と
を
設
置
者
が
懸
念
し
た
か
ら
と
い
う
の
は
見
易
い
事
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
出
入
口
９

を
運
用
す
る
な
ら
、
再
度
、
交
通
量
の
調
査
及
び
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
行
っ
て
、
地
域
の

住
民
へ
の
適
切
な
説
明
を
行
い
、
開
店
後
に
発
生
す
る
、
問
題
に
つ
い
て
対
応
す
べ
き
で

あ
り
、
入
出
庫
数
が
、
減
少
す
る
十
八
時
以
降
は
利
用
し
な
い
等
の
対
策
を
し
な
い
な
ら

出
入
口
９
は
閉
鎖
す
べ
き
で
あ
る
。 

③ 

同
様
に
、
『
自
動
車
帰
宅
経
路
（
計
画
地
周
辺
）
』
に
つ
い
て
も
、
出
入
口
９
の
利
用

は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
同
様
に
計
算
さ
れ
て
い
な
い
。
大
規
模
小
売
店
舗
を
設

置
す
る
者
が
配
慮
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
に
従
っ
て
左
折
出
庫
さ
せ
る
な
ら
、
出
口

７
と
の
併
用
は
市
道
五
一
三
七
号
線
を
渋
滞
さ
せ
る
の
み
で
あ
り
、
市
道
五
一
三
七
号
線

へ
の
出
庫
は
富
士
見
市
役
所
前
の
交
差
点
の
需
要
率
に
よ
り
出
庫
数
の
限
界
が
定
ま
る

の
で
あ
る
か
ら
、
出
口
７
を
利
用
す
る
な
ら
、
出
入
口
９
の
出
口
を
利
用
す
る
価
値
は
低

く
、
ほ
と
ん
ど
無
い
と
言
え
る
の
だ
か
ら
、
閉
鎖
す
べ
き
で
あ
る
。 

④ 
(

３)

①
で
も
述
べ
る
が
、
大
店
立
地
法
説
明
会
時
点
に
お
い
て
、
市
道
五
一
三
七
号
線

は
、
勝
瀬
中
学
前
か
ら
、
市
役
所
へ
向
か
い
、
市
役
所
前
交
差
点
ま
で
、
大
型
車
の
通
行

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
現
在
は
規
制
が
解
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
徐
々
に
大
型
車
の
通
行

が
増
加
す
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
交
差
点
需
要
率
の
計
算
に
お
い
て

は
、
大
型
車
は
、
普
通
車
に
換
算
す
る
な
ら
、
一
・
七
倍
に
計
算
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、

大
型
車
通
行
禁
止
の
規
制
が
解
除
さ
れ
、
大
型
車
の
通
行
が
増
加
し
た
場
合
の
交
差
点
需

要
率
は
、
当
初
の
計
算
と
異
な
る
こ
と
は
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
の
で
、
設
置
者
は
、
再

度
、
交
通
量
を
調
査
し
、
交
差
点
需
要
率
を
計
算
し
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
、
交
差
点
需

要
率
が
、
限
界
と
な
る
な
ら
、
設
置
者
は
、
交
通
管
理
者
・
道
路
管
理
者
に
対
し
、
大
型

車
の
通
行
の
禁
止
規
制
を
求
め
る
な
ど
の
対
策
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑤ 

大
店
立
地
法
説
明
会
に
お
け
る
『
自
動
車
来
店
経
路
（
計
画
地
周
辺
）
』
に
お
い
て
②

記
載
の
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
方
向
よ
り
の
来
店
の
み
を
計
上
し
て
い
る
が
、
三
芳
ス
マ

ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
の
利
用
者
が
、
左
折
出
場
し
県
道
二
六
六
号
線
を
利
用
し
上
沢

交
差
点
を
左
折
す
る
経
路
に
つ
い
て
、
説
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
経
路
を
走
行
す
る
車
両



が
市
道
五
一
三
七
号
線
に
流
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
故
意
に
、
適
切
な
説
明
を
し
な
か

っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
虚
偽
の
説
明
を
し
た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
う
で
な
い
な
ら
、

再
度
、
地
域
住
民
に
対
し
、
説
明
を
行
い
、
意
見
を
求
め
、
そ
の
意
見
に
従
っ
た
対
策
を

な
す
べ
き
で
あ
る
。 

⑶ 
出
入
口
付
近
の
交
通
対
策
に
つ
い
て 

① 
同
出
口
の
市
道
五
一
〇
六
号
線
は
現
在
、
富
士
見
川
越
バ
イ
パ
ス
へ
向
か
っ
て
の
一

方
通
行
で
、
大
型
車
の
通
行
は
禁
止
で
あ
る
が
、
大
店
立
地
法
説
明
会
開
催
後
に
、
市

行
政
よ
り
、
同
市
道
を
拡
幅
し
、
一
方
通
行
を
解
除
し
、
さ
ら
に
大
型
車
の
通
行
可
と

す
る
計
画
の
説
明
が
あ
り
、
市
行
政
と
設
置
者
が
、
⑴
及
び
⑶
の
状
況
か
ら
し
て
、
出

口
１
よ
り
の
左
折
の
出
庫
を
行
え
る
よ
う
に
画
策
し
て
い
る
と
し
か
判
断
出
来
な
い

状
況
で
あ
る
。 

と
な
れ
ば
、
大
型
車
の
通
行
可
能
な
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
回
道
路
で
第
一
種
低
層

住
居
専
用
地
域
を
取
り
囲
む
事
態
と
な
り
、
前
代
未
聞
の
計
画
を
立
て
て
い
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
当
然
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
目
的
た
る
、
周
辺

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
に
適
正
な
配
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る

と
い
う
趣
旨
に
反
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
も
な
く
、
交
通
渋
滞
・
交
通
安
全
・
騒
音
等

に
つ
い
て
多
く
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

の
規
制
に
お
け
る
、
県
意
見
の
表
明
を
逃
れ
る
べ
く
、
地
元
説
明
会
終
了
後
ま
で
、
そ

の
計
画
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
意
見
書
提
出
期
限
後
ま
で
、
そ
の
着
工
を
遅
ら
せ
て
、
住

民
等
の
意
見
の
提
出
を
防
ご
う
と
し
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
そ
れ
は
、
即
ち
、
設
置

者
、
及
び
、
市
行
政
は
、
多
大
な
影
響
を
受
け
る
地
域
住
民
に
よ
っ
て
、
そ
の
計
画
が

反
対
さ
れ
、
差
し
止
め
を
求
め
ら
れ
る
事
を
自
覚
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
計
画
の
、
西
側
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
方
向
へ
の
通
行
及
び
大
型
車
の

通
行
の
禁
止
を
設
置
者
が
交
通
管
理
者
・
道
路
管
理
者
に
対
し
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、

１
⑵
①
と
共
に
、
そ
の
配
慮
を
求
め
る
。 

② 

市
道
五
一
三
七
号
線
は
、
現
在
、
富
士
見
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
前
か
ら
市
役
所
前
交
差
点

ま
で
、
規
制
速
度
が
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
時
で
あ
り
、
以
前
は
大
型
車
の
通
行
が
禁

止
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
速
度
抑
制
対
策
と
し
て
、
ハ
ン
プ
（
道
路
を
凸
型
に
舗
装

し
、
事
前
に
こ
れ
を
見
た
ド
ラ
イ
バ
ー
が
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
す
こ
と
を
意
図
）
が
施
工

さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
、
車
道
・
歩
道
の
改
修
・
舗
装
の
打
替
・
歩
道

の
整
備
と
し
て
、
ハ
ン
プ
を
撤
去
、
道
路
幅
を
拡
幅
、
大
型
車
を
通
行
可
と
し
、
さ
ら

に
規
制
速
度
を
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
時
に
上
げ
る
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
と
判
断

す
る
し
か
な
い
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
現
在
工
事
中
で
あ
り
、
速
度
規
制
は
、
三
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
時
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
⑴
と
同
様
に
意
見
書
提
出
期
限
後
に
、
ハ
ン



プ
が
施
工
さ
れ
ず
に
舗
装
が
仕
上
げ
ら
れ
、
速
度
規
制
を
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に

想
像
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
い
な
ら
、
設
置
者
が
計
画
段
階
に
お
い
て
、
市
道
五
一
三
七

号
線
の
、
富
士
見
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
前
か
ら
市
役
所
前
交
差
点
ま
で
、
ハ
ン
プ
が
施
工
さ

れ
、
大
型
車
の
通
行
が
禁
止
さ
れ
、
制
限
速
度
が
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
／
時
の
状
態
で

店
舗
の
設
置
を
計
画
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
交
通
安
全
や
騒
音
対
策
と
し
て
、
三
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
／
時
の
速
度
規
制
や
、
速
度
抑
制
対
策
を
継
続
す
る
よ
う
に
、
交
通
管
理

者
、
道
路
管
理
者
と
協
議
す
る
よ
う
に
配
慮
を
求
め
る
。 

⑷ 

駐
車
場
出
入
口
に
つ
い
て 

① 

市
道
五
一
三
七
号
線
は
、
勝
瀬
中
学
・
諏
訪
小
学
校
・
私
立
第
三
保
育
所
・
私
立
第

五
保
育
所
・
き
た
は
ら
幼
稚
園
・
富
士
見
す
く
す
く
保
育
園
の
通
学
・
通
園
時
の
利
用

道
路
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
富
士
見
市
民
文
化
会
館
き
ら
り
☆
ふ
じ
み
・
市
立
中
央
図

書
館
・
市
民
総
合
体
育
館
へ
向
か
う
、
生
徒
・
児
童
・
未
就
学
児
童
が
通
行
す
る
の
み

で
な
く
、
夏
期
に
は
富
士
見
ガ
ー
デ
ン
ビ
ー
チ
（
プ
ー
ル
）
に
向
か
う
多
く
の
子
供
ら

が
通
行
す
る
道
路
で
あ
り
、
ま
た
、
市
役
所
へ
向
か
う
、
視
覚
障
害
者
が
利
用
す
る
道

路
で
あ
り
、
歩
道
に
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
さ
れ
て
い
る
道
路
で
あ
る
。
そ
の
際
に
通

行
す
る
歩
道
に
、
設
置
者
は
、
出
口
７
、
入
口
８
、
出
入
口
９
を
計
画
し
て
い
る
。
子

供
や
視
覚
障
害
者
が
通
行
す
る
歩
道
を
施
設
へ
出
入
り
す
る
車
両
が
横
断
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
道
路
交
通
法
に
お
い
て
、
歩
道
を
通
行
す
る
歩
行
者
は
、
軽
車
両

や
自
動
車
に
対
す
る
何
ら
の
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
当
然
に
優
先
権

を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
設
置
者
が
出
入
口
を
設
け
、
多
く
の
自
動
車
を
通
行
さ
せ

る
の
で
あ
る
な
ら
、
車
両
が
歩
道
を
横
断
す
る
際
に
は
、
交
通
整
理
員
を
配
置
し
、
歩

行
者
を
優
先
さ
せ
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
建
築
工
事
中
は
、
工
事
車
両
出
入

口
に
は
、
警
備
員
等
を
配
置
し
、
歩
行
者
や
、
自
転
車
等
の
通
行
の
安
全
を
確
保
し
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
出
口
７
、
入
口
８
、
出
入
口
９
を
運
用
す
る
の
で
あ
る
な
ら
、

開
店
後
も
同
様
に
、
使
用
す
る
時
間
は
、
交
通
整
理
員
を
配
置
し
て
、
子
供
の
安
全
を

守
る
べ
き
で
あ
り
そ
の
配
慮
を
求
め
る
。 

② 

大
店
立
地
法
説
明
会
の
説
明
に
お
い
て
、
出
入
口
９
は
『
ご
御
近
隣
様
用
』
と
し
、

『
近
隣
か
ら
お
越
し
の
方
向
け
の
出
入
口
』
と
し
て
い
る
が
、
反
対
等
の
意
見
を
封
じ

る
た
め
の
方
便
で
な
い
の
な
ら
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
店
舗
内
の
、
案
内
図
、
見
取
り
図
、

店
舗
全
体
図
等
の
表
記
に
も
出
入
口
９
に
つ
い
て
『
ご
御
近
隣
様
用
』
と
表
記
し
て
、

遠
方
か
ら
の
来
店
者
の
利
用
の
防
ぐ
べ
き
で
あ
り
、
設
置
者
自
身
が
行
え
る
こ
と
で
あ

る
の
で
、
容
易
に
実
現
可
能
な
措
置
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
市
道
五
一
三
七
号
線

の
歩
道
を
横
断
す
る
車
両
数
の
低
減
を
図
る
配
慮
を
求
め
る
。 

③ 

富
士
見
川
越
バ
イ
パ
ス
側
の
出
入
口
４
、
入
口
２
・
３
は
、
富
士
見
市
サ
イ
ク
リ
ン



グ
マ
ッ
プ
に
推
奨
す
る
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
を
横
断
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
サ
イ
ク
リ

ン
グ
者
が
安
全
に
通
行
で
き
る
よ
う
に
対
策
す
る
配
慮
を
求
め
る
。 

２ 

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項 

騒
音
予
測
・
対
策
に
つ
い
て 

本
施
設
は
、
立
体
駐
車
場
や
、
屋
上
駐
車
場
を
擁
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
シ
ネ
マ
の
レ

イ
ト
シ
ョ
ー
が
行
わ
れ
る
な
ら
、
午
前
四
時
迄
の
深
夜
の
時
間
帯
の
レ
イ
ト
シ
ョ
ー
終
了

時
刻
に
一
斉
に
帰
宅
す
る
自
動
車
が
動
き
出
す
こ
と
か
ら
、
大
店
立
地
法
説
明
会
『
発
生

す
る
騒
音
の
予
測
結
果
』
記
載
の
予
測
地
点
だ
け
で
な
く
、
音
の
反
射
や
回
折
・
干
渉
に

よ
っ
て
特
定
の
場
所
に
騒
音
が
集
中
す
る
事
が
あ
り
得
、
所
謂
、
空
気
砲
と
同
様
の
効
果

に
よ
っ
て
一
方
向
に
騒
音
が
向
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
開
店
後
に
は
、
予
測
地
点
だ
け

で
な
く
、
駐
車
場
や
、
屋
上
の
高
さ
と
同
じ
標
高
の
地
点
に
つ
い
て
や
、
遮
音
壁
か
ら
離

れ
た
他
の
地
点
に
お
い
て
も
、
騒
音
の
計
測
を
し
て
、
そ
の
影
響
を
小
さ
く
す
る
た
め
に
、

対
策
す
べ
き
で
あ
る
。 

３ 

施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持

を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
法
第
十
条
に
は
、
生
活
環
境
の
保
持
に
つ
い
て
の

適
正
な
配
慮
を
し
て
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
維
持
し
、
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
意
見
書
提
出
期
限
経
過
後
も
、
言
う
に
及
ば
ず
、
ま
た

当
然
、
開
店
後
も
、
同
法
は
設
置
者
に
対
し
生
活
環
境
の
保
持
に
つ
い
て
の
適
正
な

配
慮
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
活
環
境
保
持
の
為
の
対
応
に
つ
い
て
そ
の
担

当
者
を
任
命
し
、
住
民
か
ら
の
申
入
窓
口
を
開
設
し
、
地
域
住
民
に
公
表
し
て
、
開
店
後

に
お
い
て
も
、
配
慮
す
べ
き
事
項
に
関
す
る
指
針
に
定
め
ら
れ
て
い
る
問
題
の
解
消
、
軽

減
に
つ
い
て
措
置
を
講
ず
る
体
制
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
は
、
設
置
の
届
出
と
県
意
見
の
表
明
の
み
が
そ
の
目
的

で
は
無
く
、
地
域
の
住
民
の
生
活
環
境
保
持
を
す
る
た
め
に
、
設
置
者
に
対
し
、
事
前

に
、
生
活
環
境
保
持
の
為
の
検
討
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、
当
然
に
、
設

置
者
は
開
店
後
も
地
域
の
住
民
の
生
活
環
境
保
持
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
県
意
見
の
表
明
が
無
か
っ
た
こ
と
が
、
生
活
環
境
を
悪
化
さ
せ
た
事
の
免
罪
符
に
な

る
訳
で
は
無
く
、
地
域
住
民
は
、
生
活
環
境
の
悪
化
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
設
置
者

に
対
し
て
行
え
る
か
ら
と
言
っ
て
、
開
店
後
は
、
何
ら
の
配
慮
を
す
る
必
要
が
無
い
の
で

は
無
い
こ
と
を
、
所
掌
事
務
を
な
す
行
政
機
関
は
知
悉
し
て
い
る
か
ら
、
大
規
模
小
売
店

舗
立
地
法
第
十
条
の
趣
旨
に
従
い
、
上
記
窓
口
の
設
置
を
為
す
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
ま
で 



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 


